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件 名 
元消防職員に対する分限免職処分（パワーハラスメント）の取消判決に対する

控訴の提起について 

  

 元消防職員に対する分限免職処分（パワーハラスメント）の取消判決に対し、本日付で

控訴しましたので、お知らせします。 

 

 

＜市長コメント＞ 

本市に対して提起された分限免職処分の取消を求める訴えについて、令和 3

年 4月 14日、山口地方裁判所において、平成 29年 8月 22日付分限免職処分

を取り消す判決がありました。 

本市はこの判決を不服とし、本日付で控訴しました。（本日、控訴状を発送） 
 

 


